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平成23年4月吉日

お客様各位
ブラジル向け船積み書類作成についてのご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社南米東海岸向けサービス開設にあたり、Dock Receiptの作成の際、ご注意頂きたい点に関し以下に纏めましたのでご参照下さい。
以下B/Lに不備があったり、オリジナルB/Lとマニフェスト情報に差異がある場合、ブラジル税関より高額な罰金を科せられたり、通関手続きの遅れ等の問題が発生する可能性があります。円滑な貨物引渡しの為にも、Dock Receiptを差し入れて頂く際、以下の点にご留意頂きます様お願い申し上げます。

敬具

―　記　―

1. 基本事項 

· B/Lはオリジナルが必要 (サレンダーやWaybillは不可)
· B/Lは、訂正印での訂正不可 (訂正が必要な際は再発行が必要)
· B/L上に、CNPJ(Consignee Unique Personal Number Code = 納税登録番号)の記載が必要
=> Consignee欄に
※  個人の引越貨物などの場合は、CPF No (ID No) 又はPassport Noの記載が必要です。
※  To Order B/Lの場合は、CNPJ No.の代わりに、Notify PartyのCNPJ NoとFull Addressの

記載が必要です。
※  ConsigneeがTo Order Of The Bankの場合、必ずBank CNPJ Noを記載して下さい。
· B/L上に、NCM(Cargo Harmonized Code No=商品の関税番号)の記載が必要 =>Description欄に
※  コンテナごとに、MCNをDescription欄への記載が必要です。
· B/L上に、正確なWeight/Measurementの記載が必要(荷姿ごと) 
· コンテナごとのGross Weight in KGS(コンテナ自重を含まない)/Gross Measurement in Cubic Meters=M3の記載をお願い致します。

· その内訳として、複数の荷姿(例: 3Drums & 1 Case等)が混在する場合、荷姿ごとの

Gross Weight/Gross MeasurementをB/L Body欄に記載することが必要です。
· B/LはAs Arrangedは不可。海上運賃を表示しなくてはなりません
2. MANIFEST訂正について 

本船出航後のB/L記載内容の訂正に関しては、本船がブラジルの1ST PORT到着の入港5日前迄にご依頼頂きます様お願い致します。
弊社の南米サービスは、RIO DE JANEIRO/SANTOS/ITAJAIの順で寄港致しますが、SANTOS/ITAJAIに関してもRIO DE JANEIRO入港の5日前締切日となりますので、ご注意下さい。
記載必須項目が、SISCARGAの〆切り(本船がブラジル1ST PORT 到着の5日前迄にご準備出来ない場合は、便宜上下記詳細にてブラジル税関へ申告をさせて頂きますので、予めご了承お願い致します。
もし、下記項目を弊社がブラジル税関へ申告したことによって、お客様がブラジル税関にて輸入通関時にデータ不一致が生じたとしても、弊社は責任を負いかねますので、必ず〆切りまでに記載必須項目をB/L　INSTRUCTION (D/R) にご記載頂きますようお願い申し上げます。
CASE-1. CBMの記載が無い場合
20FT CONTAINER: 33 M3, 40FT CONTAINER: 67 M3, 
40FT HI-CUBE CONTAINER: 76 M3

CASE-2. NCMの記載が無い場合
NCM GROUPの中の最も近いと思われるカテゴリーの中のNCM コード、又は
MISCELLANEOUSコード: 9797  記載する。
1 B/Lでコンテナが複数あり、コンテナ毎にNCM コードが記載されていない場合には、コンテナ毎に全て同じNCM コードを記載する。
3. ケースマークについて 

Case Mark/No.の記載についての規定は無いとされていますが、記載して頂く事をお薦めします。
4. アッタチシートについて  

CommodityがB/L面上に記載しきれない場合は、Attached Sheetへの記載となりますが、税関官吏によっては字が不鮮明・手書きの情報が含まれている等の理由からまれにAttached SheetをB/Lの一部とはみなさないケースがある様です。
この為、現地通関での無用なトラブルを避ける為にも、弊社はお客様がご準備されたAttached SheetをB/Lに添付するのではなく、弊社にて入力し直した上でB/Lに添付致しますのでご了承の程、お願い致します。その際、可能な限りExcel/Wordのfileにて下記E-mailアドレスへ送信をお願い致します。
5. Shipper/Consignee/Notify Party欄の記載について 

Shipper/Consignee/Notify Partyは何れもFull Addressが必要ですが、EDIデータ送信の都合上、
弊社では各欄に記載可能な文字数が、Shipper欄：35文字 x 5行 ／Consignee & Notify Party欄：35文字x6行となっており、これ以上の情報量となった場合にはB/L Body欄にはみ出して記載
する事となります。一方、ブラジル税関は明確な罰則は規定していないものの、Shipper/Consignee/Notify Party情報はそれぞれの欄内に全て記載されるべきであるとの見解です。Shipper/Consignee/Notify Party情報が当該欄内に収まる様、なるべく35文字 x 5行/6行の文字数内にてDock Receiptを差し入れて頂きます様、お願い致します。
以上何卒ご協力の程お願い申し上げます。
又、ご不明な点等ありましたら、弊社営業部迄お問合せ下さい。
Dock Receipt送信先
博多jphkt@summitship.co.jp　　名古屋agency@isewan.co.jp 　左記以外はuasc@sumitomo-soko.co.jp
UNITED ARAB SHIPPING CO.(S.A.G.)

サミット･シッピング･エーゼンシーズ(株).

東京: 03-6402-1941

大阪: 06-6261-4444

博多: 092-663-5341
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